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資 料 一 覧 

 
（説明事項） 

 

１ ． 阪神間都市計画区域区分(県決定)の見直しに伴う芦屋市素案について ・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2～ 

（関連都市計画） 

阪神間都市計画区域区分（県決定） ※通称：線引き 

阪神間都市計画用途地域（県決定)  ※線引きに連動して変更する 

阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）高度地区(芦屋市決定) ※線引きに連動して変更する 

阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）防砂の施設(芦屋市決定) ・・・・・・・・・・・・・・・・P.9～ 

    

参考資料：砂防事業計画(当初決定参考資料)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16～ 
都市計画決定スケジュール（線引き見直し関係） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.18 
六甲山系グリーンベルト整備事業パンフレット  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊    
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阪神間都市計画区域区分(線引き)見直しに伴う芦屋市素案 

 

 

（ 事 前 説 明 ） 
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第６回 都市計画区域区分(線引き)見直し芦屋市素案 

 

１．都市計画区域区分について 

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分に関する都市計画(いわゆる「線引き」)は「無秩序

な市街化を防止し，計画的な市街化を図る」ことを目的とするものであり，無秩序な市街地の拡

大による環境悪化の防止，計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成，農林漁業との健全

な調和等，地域の実情に即した都市を形成していく上で根幹をなす都市計画です。 

本市は，都市的土地利用の圧力が強い阪神間都市計画区域として，線引き都市計画区域に決定

されており，広域的な見地から市街化をコントロールするため，兵庫県が区域区分の都市計画決

定を行います。 

※（阪神７市１町⇒三田市，芦屋市，西宮市，尼崎市，伊丹市，宝塚市，川西市，猪名川町） 

２．区域区分見直しの経緯 

昭和４４年施行の都市計画法に基づき，昭和４５年に区域区分を当初決定して以来，県下一 

斉の区域区分見直し作業として，昭和５５年，昭和６０年，平成３年，平成１０年，平成１５年

と過去５回見直しを行っており，今回，第６回として平成２０年度に区域区分の見直しを行うも

のです。 

芦屋市での見直し内容 

見直し時期 主な見直し内容 

昭和４５年度 

(S45.10.31) 
当初決定 

・浜地区(芦屋浜)の編入     市街化区域  ：846ha 

市街化調整区域：889ha 

昭和５５年度 

(S55.11.28) 
第１回見直し 

・沖地区(南芦屋浜)の編入    市街化区域  ：984ha 
市街化調整区域：888ha 

昭和６０年度 
(S60.11.12) 

第２回 〃  
・海岸線部分微調整       市街化区域  ：984ha 

市街化調整区域：888ha 

平成 ３年度 
(H 3. 5.10) 

第３回 〃 
・沖地区(南芦屋浜)の区域修正  市街化区域  ：969ha 

市街化調整区域：888ha 

平成１０年度 
(H10. 7.31) 

第４回 〃 
・芦屋市域に変更なし      市街化区域  ：969ha 

市街化調整区域：888ha 

平成１５年度 
(H16. 3.30) 

第５回 〃 
・芦屋市域に変更なし      市街化区域  ：969ha 

市街化調整区域：888ha 

平成２０年度 
(年度末告示予定) 

第６回 〃 今回見直し 
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３．芦屋市の区域区分（線引き）見直しについて 

  本市における第 6回線引き見直しの考え方については，「都市計画区域マスタープラン等の見

直し基本方針(平成 19 年 7 月兵庫県策定)」，「都市計画運用指針」及びこれまでの線引きの見

直しの際に兵庫県が示してきた「線引き見直し方針」並びに，阪神間都市計画区域マスタープラ

ン・芦屋市都市計画マスタープラン等に基づくものとします。 

（１）市街化区域に編入する区域の基本的な考え方 

市街化区域の規模は，目標年次における人口，産業を適切に収容しうる区域に限定し，新に市

街化区域に編入する区域は，芦屋市総合計画及び阪神間都市計画区域マスタープラン・芦屋市都

市計画マスタープラン等に即した開発計画等による計画的な市街化整備が確実に行われる区域

とします。 

本市においては，これら上位計画に明記された市街化整備が行われる区域がないことから，市

街化区域へ編入すべき区域は「ない」ものとします。また，市街化区域に指定されている区域内

において，市街化が見込まれない区域や開発・建築行為がない区域も存在しないことから，市街

化調整区域へ逆線引きすべき区域も「ない」ものとしますが，線引き見直しと同時期に行ってい

る「防砂の施設」の変更に関連する区域については，必要な見直しを行なうこととします。 

（２）今回見直しを行う区域 

平成 10 年に土砂流出を防止するための都市計画施設「防砂の施設」指定を行っておりますが，

今回の見直しにおいて市街化調整区域内で既に決定されている「防砂の施設」に隣接した市街化

区域の一部を「防砂の施設」に追加し，一体的に整備又は維持保全する部分があることから，こ

の部分を「防砂の施設」として都市計画の位置付けをすると共に，市街化区域の「計画的な市街

化を図る」という要件を満たさなくなることから，当該部分を市街化調整区域に編入（逆線引き）

するものとします。 
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阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)防砂の施設の変更 

（素案） 

 

 

（ 事 前 説 明 ） 
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計  画  書 

 
阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）防砂の施設の変更（芦屋市決定） 

 
都市計画防砂の施設を次のように変更する。 

 

名   称 位   置 備  考 

六甲山系芦屋川流域防砂の施設 
芦屋市 三条町，城山，奥山 

山手町の各一部 
面積：約２２．８ｈａ 
（約０．０７ｈａ増） 

 
  「区域は計画図表示のとおり」 
 
 
理 由 

 
別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 
 防砂の施設は市街地における土砂災害を防止し，安全で快適なまちづくりに寄与するた

め決定しているものであるが，既決定の防砂の施設の整備又は維持保全を行う上で，必要

と判断される区域を今回，防砂の施設として追加するものである。 
 
 
  
 







 - 14 -

【参考写真】 

 
（追加部分の航空写真：前山地区） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ部の現況写真（前山地区） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑防砂の施設追加区域

防砂の施設 

(六甲山系芦屋川流域)

市街化区域

市街化調整区域

Ａ 
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（追加部分の航空写真：三条地区①，②） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ部の現況写真（三条地区①）          Ｃ部の現況写真（三条地区①） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｄ部の現況写真（三条地区②） 

 

←防砂の施設追加区域(三条地区①) 

防砂の施設 

(六甲山系芦屋川流域) 

市街化区域 

市街化調整区域 

↑防砂の施設追加区域(三条地区②)

Ｂ 

Ｄ 

Ｃ 







平成２０年度　都市計画決定スケジュール(案)　（線引き・防砂の施設関係） ※参考：県の都市マス・線引き見直しのスケジュールの都合により変動します。 （芦屋市）

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
△素案閲覧広報

★案の申出(線引き) ■←→■県事前審+本審

△都計審(説明) △都計審(説明)

　　●広域基本方針策定
■説明会・公聴会■

◆都計法縦覧(2週間)

 ○広域基本方針パブリックコメント

△都計審(説明)

　　○都市マスパブリックコメント
○都計審(事前審) ◎都計審(本審)

　　▲都市マス素案作成 ●原案作成 　★決定告示

■←→■県事前審+本審

△都計審(説明)
◆都計法縦覧(2週間)

△都計審(説明) ○都計審(事前審) ◎都計審(本審)

　★決定告示

△都計審(説明)
◆都計法縦覧(2週間)

△都計審(説明) ○都計審(事前審) ■県同意協議

◎都計審(本審) 　★決定告示

△都計審(説明)
◆都計法縦覧(2週間)

△都計審(説明) ○都計審(事前審) ■県同意協議

◎都計審(本審) 　★決定告示

▲3月24日都市計画審議会開催
▲5月○日都市計画審議会開催 ▲11月○日都市計画審議会開催

▲1月○日都市計画審議会開催

    素案閲覧(3W)
　4/4～4/25

線引きの決定と同時ス
ケジュール

都市
施設

防砂の施設
の変更

六甲山系芦屋川流域の変更
（区域の追加：0.07ha）

市

芦屋市は防砂の施設
の変更に伴う線引き境
界の変更。

県マスは，線引きと同
時スケジュール

地域
地区

用途地域の変
更

県

線引きの決定と同時ス
ケジュール

高度地区の変
更

防砂の施設の追加・線引き変更に伴う変
更
（1種高度0.07ha減）

市

線引きの決定と同時ス
ケジュール

都市計画区域
マスタープラン

◎市街化区域・調整区域の第６回の
　一斉見直し
（防砂の施設の変更に伴う境界変更）

◎県マスタープラン等の見直し
※都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針
※都市計画都市再開発の方針の変更
※都市計画防災再開発の方針の変更

防砂の施設の追加・線引き変更に伴う変
更
（1種低層0.07ha減）

区域
区分

県
都市
マス

10月 11月種類 議       題 内        容
決定
区分

県

線引きの変更

平成２０年度

4月12月 1月 2月 3月8月

平成２１年度

備　　　　　考1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月

平成１９年度
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